
2.5% 2.8% 3.2%
4.3%

5.6%

7.1%

8.3%

9.9%

11.9%

14.4%

17.3%

21.3%

24.7%

27.1% 26.7%

24.0%

21.4%

20.9%
20.0%

17.1%

19.6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

～250万 ～300万 ～400万 ～500万 ～600万 ～700万 ～800万 ～1千万 ～1.2千万 ～1.5千万 ～2千万 ～3千万 ～5千万 ～1億 ～2億 ～5億 ～10億 ～20億 ～50億 ～100億 100億～

（備考）令和２年分の国税庁「申告所得税標本調査（税務統計から見た申告所得税の実態）」より作成。
（注１） 所得金額があっても申告納税額のない者（例えば還付申告書を提出した者）は含まれていない。

また、源泉分離課税の所得や申告不要を選択した所得も含まれていない。
（注２）円グラフの「株式等の譲渡所得等」のうち「上場株式等」及び「非上場株式等」の内訳は、分離課税（株式譲渡所得、配当所得、先物取引所得）の所得金額が

1000万円超である者のうち合計所得金額１億円超のものの確定申告書データにおける比率を用いて、財務省において機械的に計算したもの。

（合計所得金額：円）

申告納税者の所得税負担率

所得税負担率

200万

（負担率）

令和２年分

657.5万人
1.9万人

【所得種類別の所得金額の内訳】

（1.3万人） （0.5万人） （0.1万人） （384人） （173人） （41人） （28人）

総額 ： 約5.6兆円
（合計所得１億円超の納税者）

（約1.7兆円）

14.4%

27.4%

21.3%

19.3%

17.6%

（約1.5兆円）

（約1.0兆円）

（約1.1兆円）

（約1.2兆円）

（約0.8兆円）

上場株式等

の譲渡所得等その他の所得

給与所得 非上場株式等の

譲渡所得等

分離長期譲渡所得
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30%

35%

～250万 ～300万 ～400万 ～500万 ～600万 ～700万 ～800万 ～1千万 ～1.2千万～1.5千万 ～2千万 ～3千万 ～5千万 ～1億 ～2億 ～5億 ～10億 ～20億 ～50億 ～100億 100億～

（備考）令和２年分の国税庁「申告所得税標本調査（税務統計から見た申告所得税の実態）」より作成。
（注１）所得金額があっても申告納税額のない者（例えば還付申告書を提出した者）は含まれていない。

また、源泉分離課税の所得や申告不要を選択した所得も含まれていない。
（注２）社会保険料負担率は、合計所得金額の各階層の社会保険料控除の合計額から１人当たりの額を算出した上で、合計所得金額の各階層の中間値で割ることに

より計算。

（合計所得金額：円）

申告納税者の負担率（所得税＋社会保険料）

200万

（負担率）
令和２年分
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資本所得（円、対数表⽰）
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0%
3%
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10
0〜
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00
万
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00
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〜
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円
未
満

1〜
10
億
円
未
満

10
0億

円
超

10
〜
10
0億

円
未
満

資本所得⾦額
の累積割合

1000万〜1億円未満

1〜10億円未満

100億円超

10〜100億円未満

「資本所得」の分布について

（注１）令和元年分の確定申告書や特定⼝座年間取引報告書、配当、剰余⾦の分配、⾦銭の分配及び基⾦利息の⽀払調書、株式等の譲渡の対価等の⽀払調書のデータをもとに、財務省において作成。
（注２）「資本所得」には、上場株式、⾮上場株式、公募投資信託、特定公社債等の譲渡所得、配当所得、利⼦所得等のうち、以下のものが含まれる。⼀⽅、預貯⾦の利⼦や⾮上場株式等の配当、少額投資⾮課税

制度（NISA制度）の⾮課税⼝座における配当・譲渡益等は含まれていない。
・特定⼝座内の取引により発⽣したもの ・⼀般⼝座内の上場株式の取引により発⽣したもの
・その他の取引により発⽣したもので分離課税の対象となっているもののうち、確定申告がされたもの（公募投資信託及び特定公社債の配当・利⼦所得を除く）

（注３）横軸は各資本所得階級であり、各資本所得階級毎の⼈数割合を基に横軸幅を設定（分布⼈数が多いほど棒グラフの横軸の幅が広い）。折れ線グラフは、各資本所得階級の⼈数の中央値をプロットしたもの。

上位0.003％の者 (10億円以上)→ 総額のうち20％ (1.5兆円)保有
上位0.03％の者 (1億円以上) → 総額のうち37％ (2.7兆円)保有
上位0.3％の者 (1000万円以上)→ 総額のうち53％ (3.9兆円)保有
上位4.9％の者 (100万円以上) → 総額のうち79％ (5.9兆円)保有

資本所得
階級

⼈数累積
割合10.4% 72.2% 95.1%99.7%

資本所得の所得分布は、
100万円弱〜100億円前後の範囲で

近似的にパレート分布に従う
（パレート指数は約1.1）

資本所得

総額︓7.4兆円

約1,764万⼈

⾃
分
以
上

所
得

有

者

数
︵
対
数
表
⽰
︶

100万円
（4.9％）

100億円
（0.0001％）

 パレート分布︓⼀定以上の所得等の偏りについて、経験則として、
このような形に近似できるといわれている分布のこと。

 パレート指数︓所得（横軸）と逆累積分布（縦軸）の対数を
とりプロットした場合の近似直線の傾き。「パレート指数が⼩さいほ
ど、⾼所得層内の格差が⼤きい」との指摘がされている。

※グラフ中の□内の（）は当該⾦
額以上の所得を有する者の割合

10

10

10

10

10

10

10

×10,000×1/50,000
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５．NISA・スタートアップ関連
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